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内 容 本邦に向けて輸出される商品が現地産出品又は製造品であることを証
、 Q

明するもの。本邦税関当局あて(注1)(注2)。

使用目的 これらの貨物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関当局に対し，関税

についての便益を得るため提出(関税法第68条第2項，同法施行令第61

条） 0

条 件 (1)日本に輸出きれる貨物であること。

(2)管轄区域内に当該貨物の原産地，仕入地，仕出地又は積出地がある
こと。

(3)当該貨物が関税法等に基づき，関税の便益を受けられるものである

こと(関税定率法第5条に基づく便益関税の適用に関する政令第1， 2
条） ◎

必要書類 当該貨物の内容，価格，原産地及び当該貨物が日本に輸出されること

を証明する書類力泌要。具体的には，

①製造者, .出荷者又はこれらの加入している組合又は団体の証明書。

②船積貨物の明細を示した商業送り状(Commerciallnvoice) 。

③契約書(COntractNOte).売約書(SalesNote)又は銀行信用状

(L/C)

④為替銀行の認証済輸出申告書(E/D) 0

⑤輸出承認を要する品目については，当該期間の輸出承認書(Export
Licence)。

⑥船荷証券(B/L)又は船積指図書(ShiPpmgOraer)。

⑦保険証券(InsurancePolicy)又は保険証明書(Insurance

Certificate) 。 。

③その他商品及び原産地を確認する文書

等のうち，必要なものを提示させる。

0

形 式 英文による証明

注意事項

一

(注1）
〕

い

我が国産出品又は製造品についての原産地証明は，取り扱わな

O

かかる相談があった場合には，本邦商工会議所で取得するよう

に指導する。

(注2）本邦税関に提出するのは， この証明書のほか，原産地，仕入
地，仕出地又は積出地の税関その他の官公署又は商業会議所の発

給する証明書でもよい(関税法施行令第61条)。

これら現地機関の方が，事情に通じており，証明書取得力溶易

である場合もあるので，申請人の事情によっては，現地機関での

証明書取得を指導する。

●

●



原産地証明
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（1）証明の内容

本邦に向けて輸出される商品が現地産出品又は製造品であることを証明するもの。

本邦税関当局あてで，英文で発給する。

（注）我が国産品又は製造品についての原産地証明は，取り扱わない。かかる相談が

。 あった場合には，本邦商工会議所で取得するよう指導する。

（2）使用目的

これらの貸物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関当局に対し，関税についての便

益を得るため提出して使用される（関税法第68条第2項，同法施行令第61条及び

関税についての条約又は関税定率法第5条） 。

（3）手数料

証明書1通毎に第26号の領事手数料を徴収。

（注）英，仏，伊と我が国との間には原産地証明手数料の相互免除取極があるので，

これらの国においては，手数料を徴収しない。

（4） この証明書に代わる証明書

本邦税関に提出するのは， この証明書のほか，原産地，仕入地，仕出地又は積出地

の税関その他官公署又は商業会議所(ChamberofCommerce, BoardofTrade等）の

発給する証明書でもよい。 （関税法施行令第61条） 。

（注） これら現地機関の方が，事情に通じており，証明書取得が容易である場合もあ

るので，申請人の事情により，現地機関での証明書取得を指導する。

（5）特恵関税の原産地証明は取り扱わない。この証明書の発給は，原産地の税関等我が

国税関長があらかじめ認める現地機関による（関税暫定措置法第8条の2，同法施行

令第22条の6， 8） 。証明書用紙も異なる。
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2.発給_条件

（1）本邦に輸出される貸物であること。

（2）管轄区域内に当該貨物の原産地，仕入地仕出地又は積出地があること。

〈3） 当該貨物が関税法等に基づき，関税の便益を受けられるものであること（関税定率

法第5条に基づく便益関税の適用に関する政令第1， 2条） 。

_a_=』瞳_識

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館で写を作成してもよい） 。

当該貨物の内容，価格，原産地及び当該貨物が日本に輸出されることを証明

する書類。具体的には，

①製造者，出荷者又はこれらの加入している組合又は団体の証明書
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②船積貨物の明細を示した商業送り状(CoIDMrciallnvoice) 。

③契約書(Contractnote) ,売約書(SalesNOte)又は銀行信用状(L/C)

④為替銀行の認証済輸出申告書(E/D)

⑤輸出承認を要する品目については，当該機関の輸出承認書(ExportLicence)

⑥船荷証券(B/L)又は船積指図書(ShippingOrder)

⑦保険証券(InsurancePOlicy)又は保険証明書(I舶肛anceCertificate)

⑧その他商品及び原産地を確認する文書

等のうち必要なもの。

4皇_作成要領

（1）申請人に申請書及び英文証明書の必要事項を記入させ,必要書類と共に提出させる。

（注）証明書には，貨物の記号，番号，品名，数，価格，量及び原産地を記載する（関

税法施行令第61条第2項） 。

（2） 当該貨物の証明書発給条件を満たしているか否かを審査する。

（3）根拠文書により申請書に記載された各項目を確認する。

（注）確認できない事項は抹消する。

（4）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入し，公館
｡〕

長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済の者）が署名の上，その下に官職

氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（5）完成した証明書の写をとる。

（6）証明手数料は1通毎に第26号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

（7）証明書発給台帳， 申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

（8）申請書証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○
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（参考） 関税法

（輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類）

第68条輸出申告又は輸入申告に際しては，仕入書を税関に提出しなければならない。

ただし，税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又は輸出

に係る仕入書についてこれを提出する必要がない場合として政令で定める場合は， この

限りでない。

2前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められると

き，若しくは同項ただし書に該当するとき，又は関税についての条約の特別の規定によ

る便益（これに相当する便益で政令に定めるものを含む。 ）を適用する場合において必

要があるときは，税関は，契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益

を適用するため必要な書類政令で定めるものを提出させることができる。

(参考） 関税法施行令

（課税標準の決定のための書類及び原産地証明書）

第61条・法第68条第2項（輸入申告に際しての提出書類）に規定する政令で定める書

類は，輸入申告に係る貨物の運賃明細書，保険料明細書，包装明細書，価格表，製造者

若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関において課税

標準の決定のために必要と認める書類又は当該貨物が同項の便益の適用を受ける外国

（その一部である地域を含む。 ）の生産物であることを証明した原産地証明書.(郵便物

及び課税価格（数量を課税標準として関税を課する貨物にあっては，定率法第4条から

第4条の8まで（課税価格の計算方法）の規定に準じて算出した価格）の総額が10万

円以下の貨物並びに貨物の種類，商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類により

その原産地が明らかな貨物に係るものを除く。 ）とする

2前項の原産地証明書は，法第68条第2項に規定する便益を受けようとする貨物の記号，

番号，品名，数量及び原産地を記載し，かつ，当該貨物の原産地仕入地仕出地若し

くは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関そ

の他の宮公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。

3第1項の原産地証明書は，当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日又は第42条第

1項（第51条において準用する場合を含む。 ）に規定する申請書の提出の日において

その発行の日から4月以上を経過したものであってはならない。ただし，災害その他や

むを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは， この限りでない。

（参考） 関税定率法

（便益関税）

第5条関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国（その一部である地域

を含む。以下この条から第7条まで及び第9条の2第2項において同じ。 ）の生産物で

輸入されるものには，政令で定めるところにより，国及び貨物を指定し，当該規定によ

る便益の限度を越えない範囲で，関税についての便益を与えることができる。

○

○
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（参考）

わが国と英国，フランス及びイタリアとの間の原産地証明手数料相互免除について

1．戦後わが国は,英国との間に原産地証明手数料相互免除に関する交換公文（大正元．
10． 26署名） ，フランスとの間に同名の交換公文（大2． 10． 4署名） ，及びイ
タリアとの間に同名の交換公文（昭7． 12． 1署名）による取極を行っていた。

2． （1）戦後，英国及びフランスは，平和条約第7条によりわが国に対し，同交換公文
の有効性を確認する旨の通告を行った。

英国 1953． 4． 22通告， 1953． 7． 22復活昭28年外務省
告示第40号

昭28． 5． 12日付松本大使あて公信第143号にて通報

フランス 1953． 4． 25通告， 1953． 7． 25復活昭28年外
務省告示第41号

昭28． 4． 28日付西村大使発，来信第593号にて通報

（注）平和条約第7条(a)によれば，通告された条約及び協定は，通告
の日の後3か月で引続き有効なものとみなされ，又は復活されるこ
とになっている。

（2） また，戦後，イタリアとは，同交換公文が現在なお有効である旨を確認するた
めの公文の交換を行づた。

1954． 6． 23付昭和29年外務省告示第74号

昭29． 6． 29付原田大使あて公信，第162号にて通報，イタリアと

戦後復活する際「制度上の根拠があるといなとを問わず一切の原産地証明
に対して実施される」旨の了解が相互になされている。

（3） よって上記3国との間の同取極は，現在においても有効であり，英，仏，伊に
所在するわが国在外公館は， 「領事官の徴収する手数料に関する政令」第1条

第24号（注：昭和50年7月1日施行の現行政令で第22号）の「原産地証
明」発給にあたり， 「領事官の徴収する手数料の額を定める省令」に定められ
た手数料を徴収してはならない。

○

○

4

1



○○

ハし

ｰ

NO.

Certificateoforigin

NameofApplicanL (Signatul巳）

IcertifythatthecommodityenumeratedabOvehasbcenproduced(ormanufactured) inthe
Title

placeoforiginmentionedabove.
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